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日 本深類事 曾

JAPANESE ~OCIETY OF PHYCOLOGY 



日 本 藻 類 皐 合 曾 則

(徳則)

第 H条本舎は日本務狩i与さ曾と締する。

第 2僚本舎は秘Z裂の進歩普及を悶り，併せて合員相互の議絡放に親!珪を悶ることを

目的とす る。

第 3偽本舎は前僚の目的を越するために，次の事業を行う。

1. 殺.舎の開催("F-1問)

2. ~革綴に闘す る研究含，説習合，採集合等の1開催

3. 定期刊行物の王室刊

4. その他\ì'~fi条の!目的を主主するために必要な事業

費~4 総本舎の事務所は'合長のもとにおく。

第 5総本舎の察当長年度は 4刀1日に始まり，翌年 3月 31日に終る。

(省員)

第6除合員は吹の 3fAとする。

]. 普通合員 (藻類に闘，r，、をもち，*，令の経旨に賛同する側人叉は図f本で，役員含

の骨量認するもの)

~. t6宅島合員(若草塁手の号室主主に11献があり，本舎の趣旨に賛同する個人で，役員舎の

挽認するもの)

3. 特別合員 (木舎の趣旨に夜間し，本合の溌E止に特に号事典した側人叉は闘f本で，

役員舎のI佐薦するもの)

第 7総本舎に入令するには，住所，氏名 (悶体名)職業を記入した入合申込書を含

長に差 ll¥すものとする。

第18総合員は毎年合'J!(300 llllをliil*内するものとする。但し名穆合員及び侍別合員は

合J:(を要しない。

(役員)

号事 ()fi条本舎に衣の役員をおく。

令長 一名 (tHJほ 2ヶ年とする)

幹事 若 千t6任期は 2ヶ年とする)

令長は総合に於て合員中よりこれを泣M¥する。幹事は合長が舎良中よりとれを指

名する。

(刊行物)

第10除水省は定期刊行物「誠実了lJを年 3回刊行し，舎員に無料で頒布する。

附則
‘' 

との合則は昭和 ~8 年 10 月 11 日 から1随行する。
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